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嶋
集
第
四
十
号

専
決
処
分
に
つ
い
て

地
方
白
油
捷
(
唱
和
二
十
二
年
汝
律
第
六
十
七
号
)

･
*
官
七
十
九
条
第
7
.
嘆
の
秋
定
に
よ
り
､
潮
舷
の

と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
や
で
,
同
法
同
魚
欝
三
軍
の
*
･
定
に
よ
り
､
こ
れ
を
本
義
金
に
犠
脅
し
て
手
観

を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
<
年
初
月
皇
十
日

三

朝

町

長

　

租

　

材

.

番

　

凍

莞
五
g
<
年
買
遷
日
　
義
　
患三

朝
町
親
各
級
長
名
盤
典
由



｢

　

　

　

)

ご

′

専

決

集

　

山

　

号

専

　

決

　

処

　

分

　

者

地
方
自
治
壊
,
(
昭
和
二
十
二
年
法
敵
第
六
十
七
号
)
魂
百
七
十
九
条
竺
項
の
親
愛
に
よ
｡
'
三
朝
町
税

条
例
の
.
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
･
い
て
,
次
の
と
奉
り
専
決
処
分
を
す
る
｡

昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
1
日

三

朝

町

長

　

　

松

　

　

村

　

　

帝

　

　

成

閉

山
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三
朝
町
条
例
葡
十
三
号

室
朝
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
税
条
例
　
(
唱
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
八
号
)
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
三
十
　
1
集
束
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
o

法

　

　

人

　

〈

　

等

　

　

の

　

　

区

　

　

分

翠

一
資
本
等
の
金
額
　
(
資
本
の
金
額
叉
,
は
出
資
金
額
と
蔭
人
税
法
　
(
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
)
.
弟
二
条
第
十
七
号
L
i
規
定
す
る
資
本
積
立

金
額
と
の
合
計
額
　
(
保
険
業
法
　
(
昭
和
十
四
年
法
律
第
四
十
-
早
)
　
に

規
定
す
る
相
互
会
社
に
あ
つ
て
は
'
令
第
日
十
五
条
の
二
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
純
資
産
額
)
　
を
い
う
O
　
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
お
い
て
同
じ
｡
)
､
が
五
十
億
円
を
超
え
る
法
人
(
保
険
業
法
灯
規
定

す
る
相
互
会
社
以
外
の
法
人
で
資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
題
を
有
し
な

い
も
の
及
び
法
人
税
法
第
二
粂
第
五
号
の
公
共
落
人
及
び
同
条
第
六
号

の
公
益
駄
人
等
で
均
等
働
の
み
を
儀
さ
れ
る
も
の
を
除
く
｡
次
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
お
い
て
同
も
｡
)
　
で
町
内
に
有
す
る
事
痛
所
'
事
業
所

叉
は
嚢
等
の
従
業
者
(
俸
給
'
賂
料
若
し
く
は
賞
与
又
は
I
A
}
れ
ら
の
性

年
額
百
三
十
五
万
円

ノ
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1

質
を
有
す
る
給
与
の
支
給
を
受
け

の
数
の
合
計
数
　
(
次
号
か
ら
窮
五

計
数
｣
　
と
い
う
｡
)
　
が
五
十
人
を

二
､
資
本
等
の
金
額
が
十
億
円
を
超

業
者
数
の
合
計
数
が
五
十
人
を
遷

三
　
資
本
等
の
金
額
が
十
億
円
を
超

五
十
人
以
下
で
あ
る
も
の
及
び
肇

円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数

四
　
資
本
等
の
金
贋
が
一
鹿
円
を
超

者
数
の
合
計
数
が
五
十
人
以
下
で

万
円
を
超
え
7
億
円
以
下
で
.
為
る

人
を
超
え
る
も
の
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五
　
資
本
等
の
金
嶺
が
千
万
円
を
超
え
1
億
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業

者
数
の
合
計
数
が
五
十
人
以
下
で
あ
㌢
も
の
及
び
資
本
等
の
金
額
が
千

万
円
以
下
で
あ
る
法
人
で
従
業
者
数
の
合
計
数
が
五
十
人
を
超
え
る
も

の

年
額
　
六
　
万
　
四
　
千
　
円

前
各
号
に
掲
げ
る
法
人
以
外
の
法
人
等

年
額
二
万
千
五
百
円

第
三
十
四
壷
の
こ
車
｢
同
条
爵
1
項
'
第
三
項
か
ら
東
八
項
ま
で
｣
を
｢
同
条
轟
1
項
及
び
第
三
項
か

ら
第
九
項
ま
で
｣
t
i
P
　
｢
同
条
窮
二
項
'
第
四
項
及
び
寮
八
項
｣
を
｢
同
条
第
二
項
,
第
五
項
及
び
第
九

■

項
｣
　
に
改
め
る
｡

窮
六
十
三
条
の
二
第
1
項
轟
三
号
中
｢
各
区
分
所
有
者
｣
の
下
に
｢
の
家
産
の
区
分
所
有
者
各
員
の
共

有
竺
鶴
す
る
共
用
部
分
｣
を
加
え
'
同
条
の
次
に
次
の
1
条
を
加
え
る
｡

(
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
固
定
資
産
税
額
･
の
あ
ん
分
の
申
出
)



第
六
十
三
条
の
三
　
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
1
1
1
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
第
1
号
に
揚
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
同
項
に
規
定
す
る
共
用
土
地
で
同
項
第
二
号
に
轟
げ
る
薮
件
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係

る
固
定
資
産
税
額
の
あ
ん
分
の
申
出
は
'
同
項
に
規
定
す
る
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
代
表
者
が
毎
年

一
月
三
十
7
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掻
け
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
町
長
に
提
出
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡

一
　
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

二
　
共
用
土
地
の
所
在
､
地
番
'
地
目
及
び
地
積
並
び
に
そ
の
用
途

三
　
共
用
土
地
に
係
る
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
の
所
在
'
家
慶
番
号
､
撞
頼
'
構
造
及
び
東
面
横
並
び

に
そ
の
用
途

四
　
各
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
住
所
及
び
氏
名
､
各
共
用
土
碑
納
税
義
務
者
の
共
用
土
地
に
係
る
区

分
所
有
に
係
る
家
慶
の
区
分
所
有
者
全
員
の
共
有
に
腐
す
る
共
用
部
分
に
係
る
建
物
の
区
分
所
有
等

に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
割
合
並
′
び
に
当
該
各
共
用
土
鳩
納
税
義
務
者
の
当
該
共
用
土

地
に
係
る
持
分
の
割
合

五
　
同
項
の
規
定
に
よ
り
あ
ん
分
す
る
/
場
合
に
用
い
ら
れ
る
割
合
に
準
じ
て
定
め
た
割
合
及
び
当
該
割

合
の
算
定
方
法
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寸
一

r
l
　
前
項
の
申
出
書
紅
は
'
当
該
申
出
が
当
該
共
用
土
地
納
税
義
務
者
全
員
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
旨
を
鹿
す
る
書
観
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

J
粛
九
十
摩
条
宥
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
｢
･
道
路
交
通
空
を
｢
及
び
道
路
交
通
法
｣
に
改
め
,

1
及
び
当
該
者
が
使
用
す
る
軽
自
動
車
等
｣
を
削
｡
,
同
条
窮
三
風
中
｢
を
垂
不
す
る
｣
を
｢
の
呈
示
(

町
長
が
､
1
当
萩
軽
自
動
車
等
の
呈
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
･
当
該
書
類
の

温
出
)
･
を
す
る
｣
に
改
め
る
｡

第
九
十
妄
第
-
項
中
｢
を
撃
不
し
て
｣
を
｢
の
皇
示
(
町
長
が
,
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型

特
殊
自
動
草
の
壷
京
に
代
わ
る
と
認
め
る
革
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
･
当
該
書
類
の
浸
出
｡
-
次
項
に

ぉ
い
て
同
じ
｡
)
を
し
て
｣
に
改
め
,
南
条
弟
二
項
中
｢
を
呈
示
し
て
｣
を
｢
の
皇
示
を
し
て
｣
に
改
め

る

｡

･

･
簾
九
十
二
条
竺
項
中
｢
た
ば
こ
専
売
法
｣
を
｢
た
は
こ
専
売
法
(
昭
和
二
十
四
年
酪
律
第
百
十
妄
)

｣
　
忙
改
め
る
｡

鼻
百
三
十
九
条
の
二
∴
革
一
項
に
次
の
7
号
を
加
え
る
｡

事
　
前
二
号
に
絡
げ
る
土
地
以
外
の
土
地
で
特
別
の
事
由
が
あ
る
も
の

/
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イ

了
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附
則
第
五
条
の
三
申
｢
昭
和
五
十
七
年
度
分
｣
を
｢
昭
和
五
十
八
年
度
分
｣
　
に
改
め
る
o

附
則
第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
)

第
十
六
条
　
昭
和
五
十
八
年
度
分
及
び
硝
和
五
十
九
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
'
電
気
を
動
力
涼
と

す
る
塵
自
動
車
等
で
内
燃
機
関
を
有
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
対
す
る
第
八
十
二
灸
の
親
定
の
適
用
に

っ
い
て
は
'
同
条
第
一
号
イ
中
｢
七
百
円
｣
と
あ
る
の
ほ
｢
六
百
五
十
円
｣
と
.
'
同
号
口
中
｢
千
百
円
｣

と
あ
る
の
は
｢
千
円
｣
と
'
同
号
ハ
中
｢
千
四
百
五
十
円
｣
と
i
,
る
の
は
T
千
三
百
円
｣
と
､
同
条
第

∫

二
号
イ
中
｢
二
千
二
百
円
｣
　
と
あ
る
の
は
｢
二
千
円
1
と
､
｢
二
千
八
百
恵
十
円
｣
と
あ
る
の
は
｢
二

千
六
百
円
｣
.
と
へ
　
｢
六
千
五
百
円
｣
　
と
あ
る
の
は
｢
五
千
九
百
円
｣
と
､
二
二
千
六
百
五
十
円
｣
　
と
あ

る
の
は
｢
三
千
三
百
円
｣
と
'
同
号
口
中
｢
千
四
百
五
十
円
｣
　
と
あ
る
の
は
｢
千
三
百
的
｣
　
と
'
｢
四

千
三
百
円
｣
と
.
あ
る
の
は
｢
三
千
九
百
円
｣
と
'
同
条
第
三
号
中
｢
三
千
六
百
五
十
円
｣
と
あ
る
の
は

｢
三
千
三
百
円
｣
　
と
す
る
｡

附
則
第
十
六
条
の
三
第
三
項
中
｢
附
則
第
十
六
の
三
第
一
項
｣
を
｢
附
則
第
十
六
条
の
四
第
一
遍
｣
　
に

改
め
∴
　
同
条
を
■
附
則
窮
十
六
象
の
四
と
す
る
｡
F
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附
則
第
十
六
条
の
二
を
附
則
第
十
六
の
三
と
L
t
　
附
則
弟
十
六
条
の
次
に
次
の
｣
条
を
誓
え
る
.
I

(
昭
和
五
十
八
年
度
分
の
町
た
ば
こ
消
費
税
の
醇
ノ
例
)

第
十
六
条
の
二
　
昭
和
五
十
八
年
度
分
の
町
た
ば
こ
消
費
税
竺
限
り
'
窮
九
十
二
条
轟
三
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
､
伺
項
中
｢
製
造
た
ば
こ
の
本
数
を
｣
と
あ
る
の
は
､
｢
製
造
た
ば
こ
の
本
数
　
(
昭
和

五
十
八
年
三
月
か
ら
昭
和
五
十
九
年
二
月
ま
で
の
闇
に
お
い
て
法
附
則
弟
十
二
条
の
二
に
よ
り
読
み
替
､

え
て
適
用
さ
れ
る
法
窮
四
百
六
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
も
期
間
内
に
小
売
人
文
は
直

斉
消
費
者
に
売
り
渡
し
た
製
造
た
は
^
)
,
1
i
つ
い
て
は
､
当
該
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
本
数
に
法
附

則
第
十
二
筆
の
二
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
百
六
十
四
兵
務
三
項
に
.
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
本
数
)
　
を
｣
と
す
る
｡

附

　

則

(
施
行
期
日
)

第
7
粂
　
こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
八
年
西
片
7
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
町
民
税
に
娼
す
る
経
過
靖
遭
)

■
｢
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第
三
粂
　
改
正
後
の
三
朝
町
税
条
例
(
以
下
｢
新
条
例
｣
と
い
う
｡
)
　
第
三
十
四
条
の
二
の
窺
定
は
'
昭

和
五
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
､
由
和
五
十
七
年
度
分
ま
で
の
個

人
の
町
民
群
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

r
q
　
改
正
前
の
三
朝
町
税
条
例
　
(
以
下
｢
牡
条
例
｣
と
い
う
｡
)
附
則
第
五
桑
の
三
の
規
定
は
'
昭
和
五

十
七
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
､
そ
の
観
力
を
有
す
る
｡

∫
　
新
条
例
韓
三
十
1
粂
窮
二
項
の
規
定
は
'
撃
御
五
十
八
年
四
月
1
日
(
以
下
｢
施
行
日
｣
と
い
う
｡
)

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
叉
は
同
条
第
三
項
の
期
間
に
係
る
法
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
'
施

行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
叉
偲
同
項
の
期
蘭
.
に
係
る
法
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
｡

ゲ
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
法
人
の
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
新
条
例
第
四
十

.
八
粂
第
一
項
の
申
告
書
(
揺
人
税
法
　
(
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
)
　
第
七
十
一
条
第
一
項
(
同
法

第
七
十
二
条
第
1
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
及
び
こ
れ
L
e
L
の
規
定
を
同
法
第
百
四
十
五
条
第
1
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
)
　
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
に
係
る
頑
告
書
を
浸
出
す
る
儀
務
が
あ

る
法
人
が
'
新
条
例
第
四
十
八
粂
第
1
項
の
轟
定
に
よ
り
当
該
申
告
書
の
産
出
期
限
ま
で
に
提
出
す
べ

き
申
告
書
に
限
る
｡
)
　
の
礎
出
期
限
が
施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
'
そ
の
塩
入
の
当
該
申
告
書
に
係
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る
町
民
税
と
し
て
納
付
し
た
又
は
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
町
民
税
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
.
0(

周
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
潜
)

第
三
粂
　
新
条
例
第
六
十
三
条
の
二
第
l
項
酪
三
号
の
規
定
は
､
昭
和
五
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
'
昭
和
五
十
八
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
｡

r
q
　
新
条
例
東
六
十
三
条
の
三
の
娩
定
は
､
昭
和
五
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
薗
定
資
産
税
に
つ
い
′
て

適

用

す

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

,

　

　

　

　

　

､

(
軽
自
動
車
魂
屯
粥
す
る
獲
過
緒
億
)

爵
甲
粂
　
新
条
例
窮
九
十
粂
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
霧
九
十
丁
粂
第
1
項
及
び
弟
二
項
の
規
定
は
'

昭
和
五
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
尋
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
､
楢
和
五
十
七
年
度
分
ま
で
の
軽

自
動
車
税
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
.

r
q
　
旧
条
例
蔽
則
第
十
六
条
に
魂
定
す
る
電
気
を
都
力
癌
と
す
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
昭
和
五

十
七
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
革
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
'
よ
る
｡
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(
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
竜
)

第
五
粂
　
新
条
例
第
百
三
十
九
条
の
二
第
l
項
第
三
号
の
規
定
(
土
地
に
対
し
て
課
す
る
韓
別
土
地
釆
有

′

税
に
関
す
る
部
分
に
眼
る
.
)
紘
,
滴
和
五
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
＼
る
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
,
昭
和
五
十
七
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有

税
に
つ
い
て
は
,
な
お
従
前
の
例
に
ょ
る
.
?

r
q
　
新
条
例
第
百
三
十
九
条
の
二
第
蒜
第
三
号
の
規
定
(
土
地
の
板
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保

有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
｡
)
紘
,
紹
和
五
十
八
年
四
月
言
以
後
に
さ
れ
る
土
地
の
板
得
に
係
る

土
地
の
坂
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
'
略
称
五
十
八
年
三
月
三
十
1
日

以
南
に
さ
れ
た
土
地
の
額
得
に
廃
る
土
地
の
頗
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
'

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

･
.
>
い

j

t

 

I

､
1
1
/
'
､
一
,

J

I

 

I

t

･

仝

｢

●


